
大阪府立生野聴覚支援学校生徒事故の 

公正な判決を求める要請署名 
 

大阪地方裁判所 第１５民事部 御中 

 

 悲しいことに、２０１８年２月１日、大阪府立生野聴覚支援学校小学５年生だった

井出安優香さんが下校中、学校前の交差点で突っ込んできた重機にはねられて亡くな

られました。 

 それから３年経ち、井出安優香さんの事故で心に傷を受けているご両親は、民事裁

判で加害者と建設会社の被告側とたたかっています。被告側は「井出安優香さんが聴

覚障害者であることを理由に逸失利益（生涯の収入見込み額）の基礎収入を、きこえ

る女性労働者の４０パーセントとすべき」と主張してきたのを、「２０１８年当時の

聴覚障害者の平均賃金（障害をもたない男女全体の平均賃金の６割）で算出する」と

内容を変えてきました。これも井出安優香さんがひとりの人間として扱われていない

という悲痛な差別を受けてご両親はさらに心に傷を受けています。また、被告側の主

張は障害を持つ全ての人に対する侮辱です。 

 これは井出安優香さんだけの問題だけでなく、聴覚障害者を含めたすべての障害者

はひとりの人間として扱われないという、優生思想ともみなされる差別で、当事者と

して腹立たしい行為です。この考えを撤回し、差別のない社会をつくるために公正な

判決を強く求めます。 

 

名  前 住      所 

  

  

  

  

  

※同じ住所でも最後まで正確にお書き下さい。「〃」「同上」は無効です。   

※すでに前回の署名に記入していただいた方は、再度記入しないでください。 

※個人情報はこの目的以外には使用しません。               
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【集約先】 

 公益社団法人大阪聴力障害者協会 

  〒５３７-００２５ 大阪市東成区中道１-３-５９      

   大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター３階 
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